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 保護者 様 

 掛川市立城東中学校長 

夏服･冬服の着用期間の弾力化について 

朝夕の涼しさに秋の訪れが感じられるようになりました。保護者の皆様には、日ごろより

本校の教育活動に対しまして、格別の御理解と御協力をいただきありがとうございます。  

 さて、10 月に入り、例年ならば冬服への衣替えを実施してきましたが、今回から夏服・冬

服への移行期間や完全更衣の日、防寒着の使用許可期間を特に定めないこととしました。つ

きましては、年間を通して気候の状況と個々に応じた制服を選択着用するようお願いいたし

ます。 

記 

１ 夏服・冬服の着用指定について 

  (1)年間を通して特に定めない。その日の気温や体調に応じて夏服・冬服を選択する。 

  (2)入学式・卒業式等制服を統一する場合は事前に連絡いたします。  

２ 理 由 

 (1)生徒個々で体調が異なったり、暑さ、寒さの感じ方に差があったりするため  

(2)ＴＰＯに応じた服装を選択する力を身につけさせるため 

(3)生徒自ら判断行動できる力を育む一助とするため 

３ 冬服・防寒着の規定 

(1)冬服の規定 

【男子】 

・学生服…標準指定のもの 

・学生ズボン…標準指定ズボン ※指定ズボンであれば夏用でも可  

・ワイシャツ…白色。ボタンダウンではないもの 

【女子】                                                      

・セーラー服…前開き。冬は紺色。                                   

・スカート…ひだの数 24 本で、スカート丈はひざがかくれる長さ 

       ※立ち膝をした時、床にちょうど着くぐらいの長さ  

 


